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平成27度の障害福祉サービス等報酬改定に伴う特定障害者特別給付費等に係る
食費等の基準費用額の見直しに係る対応について

平成27年度の障害福祉サービス等報酬改定により、特定障害者特別給付費及び特定入所障害児食費等給付費（以下「補足給付費」という。）に係る食費等の基準費用額の見直しが行われます。
このため、貴施設におかれては、以下の対応が生じることとなりますので、遺漏なきようお願いいたします。
なお、別添の平成27年3月11日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡に示されたとおり、今回の改定に伴う受給者証の再交付については必ずしも必要ないと示されましたが、横浜市において支給決定を行っている御利用者様については近日中に改定後の補足給付額が印字された受給者証を御本人あてに送付いたしますので改定後の補足給付額の確認等御対応をお願いいたします。

１　対応内容
(1)　食費・光熱水費の見直し
月あたりの食費・光熱水費を改定後基準費用額（53,500円）以内で定める
(2)　利用者、ご家族及び後見人等への説明等
(3)　運営規程等の変更及び変更届出書の提出
変更届出書の変更年月日は平成27年4月1日とし、運営規程とともに横浜市へ提出

２　問合せ先
(1)　障害者関係
　　　 健康福祉局障害企画課・障害支援課
　　　 （届出に関すること）			671-3601
　　　 （基準費用額に関すること）		671-3607
(2)　障害児関係
　　 　こども青少年局障害児福祉保健課　	671-4274

３　変更届出書の提出先（郵送）
　　〒２３１－００２１
　　横浜市中区日本大通１８　ＫＲＣビル６Ｆ
　　健康福祉局　障害企画課
